
地 球 温 暖 化 対 策 

地球温暖化対策に関する国際的な動き 

■ 国連地球サミットにおいて気候変動枠組条約が採択(1992) 
■COP3(第3回気候変動枠組条約締約国会議(1997 京都)) において、京都議定書が採択 
   →温室効果ガス排出削減に関する法的拘束力を持つ初めての国際枠組み 
   ※温室効果ガス排出削減目標の設定が課された国の排出量は世界全体の約1/4程度(2012年） 

■ COP21(2015 パリ)において、パリ協定が採択 
  →全ての国に排出削減目標が義務付けられる等の2020年以降の新たな国際枠組み 
   ※世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求する 

我が国の取組 

■地球温暖化対策計画(平成28年5月策定) 
 →温室効果ガス削減目標：2030年度に2013年度比 
  26％減 
  ※長期目標として２050年までに80％の排出削減を目指す。 

本県の温室効果ガスの排出状況(部門の特性） 

本県の取組 

  本県と全国の部門別のＣＯ２の排出状況を比較すると、本県は、
産業部門の排出割合が低く、民生（家庭・業務）部門の排出割合
が高いという特性がある。 

部会資料２ 

■気候変動適応計画(平成30年11月策定) 
 →｢適応｣とは、｢既におこりつつある、あるいは起こり 
  うる気候変動の影響に対処し、被害を回避･軽減する｣ 
  もので、温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)と適応 
  策は､｢車の両輪｣と位置づけ。 

 今後とも、引き続き、普及・啓発に努めるとともに、
気候変動についても、関係部局と連携を図る。 


